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県
と
市
町
村
が
共
同
で
運
営

　

平
成
30
年
４
月
か
ら
国
民
健
康
保

険
の
財
政
運
営
が
各
市
町
村
か
ら
都

道
府
県
単
位
と
な
り
ま
す
。
都
道
府

県
が
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と
な
る

こ
と
で
、
運
営
の
合
理
化
、
効
率
化
、

安
定
化
が
図
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
保
険
税
の
賦
課
・
徴
収
や

保
健
事
業
な
ど
の
市
民
に
身
近
な
業

務
は
市
町
村
が
こ
れ
ま
で
ど
お
り
担

い
ま
す
。

主
な
変
更
点

○ 

保
険
証（
被
保
険
者
証
）に
つ
い
て

　

今
お
持
ち
の
保
険
証
を
そ
の
ま
ま

使
え
ま
す
が
、
平
成
30
年
度
の
一
斉

更
新
か
ら
新
し
く
発
行
す
る
保
険
証

平成30年４月から
国民健康保険制度が変わります
～	誰もが安心して医療を受けられるように	～

歳入総額
149億9,253万円

諸収入　
6,498万円（0.4％）

繰越金
6,357万円（0.4%）

繰入金
13億4,749万円
（9.0%）

国庫支出金
38億7,804万円
(25.9%)

療養給付費等交付金　
2億4,504万円（1.6%）

県支出金
8億1,760万円

（5.5%）

共同事業交付金
38億3,060万円
（25.6%）

共同事業交付金
38億3,060万円
（25.6%）

前期高齢者交付金
25億7,908万円（17.2%）

国民健康保険税 
21億6,613万円

（14.4%）

平
成
29
年
度 
鹿
屋
市
国
民
健
康
保
険
事
業 

特
別
会
計
予
算

　国民健康保険財政は、様々な財源によって運営されてい
ます。円グラフを見ると、国民健康保険税は、歳入のわずか
約15％しかないことが分かります。

保険事業費  1億4,683万円（1.0%）
諸支出金  2,349万円（0.2%）

総務費  6,354万円（0.4%）

歳出総額
149億9,253万円

後期高齢者援金等
14億2,150万円

（9.5%）

前期高齢者納付金等  511万円

介護納付金　
6億1,952万円（4.1%）

共同事業拠出金
40億2,247万円

（26.8%）

老人保健拠出金  5万円

保険給付費 
86億9,002万円
（58.0%）

　高齢化に伴い、医療費は年々増加傾向。国民健康保険税が歳
入の約15％に過ぎない一方で、保険給付費は、歳出全体の約60%
を占めます。国民健康保険制度の財政健全化は喫緊の課題です。

問市健康保険課（１階⑥番窓口）　☎ 0994-31-1162

は「
鹿
児
島
県
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
」と
表
記
さ
れ
る
予
定
で
す
。

○
療
養
費
・
高
額
療
養
費
に
つ
い
て

　

手
続
き
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
高
額
療
養
費
の
通
算
方
法
が
変

わ
り
ま
す
。
県
内
の
住
所
異
動
の
場

合
、
過
去
12
か
月
以
内
の
支
給
回
数

が
引
き
継
が
れ
ま
す
。
転
居
前
の
支

給
も
通
算
し
て
多
数
回
該
当
の
回
数

に
含
め
ら
れ
、
該
当
者
の
負
担
が
軽

減
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※	

納
税
通
知
書（
納
付
書
）に
つ
い
て

は
、
平
成
30
年
度
も
こ
れ
ま
で
通

り
市
が
発
行
し
、
保
険
税
の
納
付

方
法
に
も
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
改
正
前
に
発
行
し
た
納
付

書
も
、
そ
の
ま
ま
使
用
で
き
ま
す
。

 国民健康保険制度は、日本の皆
かい

保
ほ

険
けん

の基盤
となる仕組みですが、全国的に以下のような
課題を抱えています。

〇 被保険者の平均年齢が高く、医療費水
準が高い

〇 世帯当たりの保険料額の所得額に占め
る割合が高い

〇 財政運営が不安定になるリスクが高い

　70歳以上の高齢者は、この10年で1.3倍に
なり、これに伴い、国民医療費も同じく1.3
倍になりました。団塊の世代が全員75歳以
上になる2025年には、国民医療費の総額が
61.8兆円になる見込みです。
　今回の制度改正も、国民皆保険を将来に
渡って守り続けるために行われるのです。

制度改正の背景
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